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白井市の市民活動に関する施策について 

 

年度 施策・取り組みの概要 

平成12年 ・連携・協働型の市政を検討するため「白井町住民参加検討懇話会」を設置 

平成13年 
・「第一次地域福祉活動計画」を策定（～17 年度） 
・南山中学校区地区社協の活動拠点「ホーミィー・プラザ」開設（南山小学校内） 
・小中学校 PTA 連絡協議会による「こども 110 番」が全学校区で開始 

平成14年 ・白井第三小学校区地区社協の活動拠点「サロン・ド・ラミチエ」開設（第三小学校内） 

平成15年 
・市民参加の基本的な考え方、基本ルールを定めた「住民参加指針」を策定 
・市民参加を先導的に推進する組織「白井市 100 人会議」（公募市民 41 人）を設置 
・市民活動の推進拠点として「市民活動推進センター」を設置 

平成16年 

・横断的に市民参加を推進するため「市民参加推進課」を設置 
・市民参加の考え方、方法、評価、推進体制などを規定した「白井市市民参加条例」を制定

・市民参加の実施状況の評価と市民参加の拡充のために「市民参加推進会議」を設置 
・白井第一小・桜台小学校区地区社協が、それぞれ学校区ごとに分割 

平成17年 

・健康で充実した生活、仲間づくり、地域活動の実践につなぐ「白井市民大学校」を開校 
・地域や自治会の活性化を目的とした「地域活性化推進事業」を開始 
・「白井市ボランティア連絡協議会」がＮＰＯ法人を取得 
・「第 1 回白井市ボランテイアまつり」を開催 

平成18年 ・白井市第 4次総合計画において「市民参加・協働」を計画推進の柱に位置付け 

平成19年 

・公益活動を行う市民団体を支援し、市民と行政との協働を推進するため「市民団体活動支

援補助金」を創設 
・市民活動をＰＲし、市民活動の輪を広げる「第 1 回市民活動まつり」を開催 
・市の回覧物の配布や市との連絡調整等を地区の推薦者に委嘱する「行政連絡長制度」を

廃止 
・「第二次地域福祉活動計画」を策定（～23 年度） 

平成20年 

・第 2期「市民参加推進会議」を設置 
・市民団体活動支援補助金を活用し、市民活動団体（アニマルフレンド）と市との協働事業を実施

・市の回覧物の配布や市との連絡調整等を地区に委託することとし、その手当として「行

政連絡業務交付金」を支給する制度を創設 
・七次台中学校区地区社協の活動拠点「てのひら館」開設（清水口小学校敷地内） 
・大山口小学校区地区社協の活動拠点「ほのぼのひろば」開設（大山口中学校内） 

平成21年 ・自治会役員の手引として「自治会ハンドブック」を作成し配布 

平成22年 

・市民団体活動支援補助金に新たに「活動立上型」を追加 
・市民活動推進センターの機能拡充を図るため、登録団体で構成する「市民活動推進センタ

ー運営協議会」に業務の一部を委託 
・白井第一小学校区地区社協の活動拠点「おあしす」開設（旧中央公民館別館内） 
・サロン・ド・ラミチエが冨士センター内に移転 

 

第 2 回市民活動推進委員会 
平成 30 年 3 月 6 日 資料１ 



2 
 

年度 施策・取り組みの概要 

平成23年 

・第 3期「市民参加推進会議」を設置 
・市民協働を推進するため「市民参加推進課」を「市民活動支援課」に組織改編 
・市民活動の推進、市民等と市との協働を進めるため「市民活動推進委員会」を設置 
・市民の交流拠点として「白井コミュニティセンター」を開館 

平成24年 

・小学校区ごとに「自治連合会小学校区支部」を組織 
・「地区コミュニティ活動補助金」を廃止し、新たな補助制度の検討を開始 
・「地域のまちづくり講演会」を開催 

・市民参加・協働を推進するため「市民参加・協働のまちづくりプラン」を策定 
・「第三次地域福祉活動計画」を策定（～28 年度） 
・ボランティアセンターで、65 歳以上の市民の介護予防として「介護支援ボランティア事業」

（市の委託）スタート 

平成25年 
・「自治連合会小学校区支部」が始動 
・小学校区単位のまちづくりを推進するため「地域まちづくり活動補助金」を創設 

平成26年 

・第 4期「市民参加推進会議」を設置 
・市民団体活動支援補助金を活用し、市民活動団体（白井再生可能エネルギー協議会）と市との協働

事業を実施 
・「小学校区単位のまちづくりシンポジウム」を開催 
・ほのぼのひろばが大山口小学校内へ移転 
・地域住民の集いの場を促進するため「ふれあいいきいきサロン助成事業」をスタート 

平成27年 
・市民活動推進センターの運営管理と市民活動の活性化を図るため「市民活動推進センター

運営委員会」に業務の一部を委託 
・市民参加・協働の推進を図るため、「市民参加研修」を実施（27 年度～） 

平成28年 

・「白井市第 5 次総合計画」を策定（～37 年度） 
まちづくりの進め方において、「参加・協働」を位置づけ 

・市民団体活動支援補助金を見直し、内容を変更 
・市民活動の促進を図るため、「市民活動保険」を創設（28 年度～） 
・小学校区単位のまちづくり協議会設立に向け、参加型の「意見交換会」を開催 
・地域づくりを活性化するため、市民対象に「地域づくりコーディネート入門講座」、職員対

象に「コーディネート型人材育成研修」を実施（28 年度～） 

・南山中学校区地区社協が南山小学校区・池の上小学校区に分割し、池の上小学校区地区

社協の活動拠点「ハッピープラザ」開設（池の上小学校内） 

・七次台中学校区地区社協が七次台小学校区・清水口小学校区に分割 
・桜台小学校区地区社協の活動拠点「さくら」開設（福祉センター内） 

平成29年 

・第 5期「市民参加推進会議」を設置 
・「行政経営指針」を策定（～37 年度） 

基本方針に「市民自治のまちづくり」を位置づけ 
・市民活動推進センターの機能を強化するために、「しろい市民まちづくりサポートセンター」

に名称を改め、市役所内に移転することが決定（平成 30 年 5 月） 

・市民活動の実践スキルを高め、コーディネーターの役割を学ぶ「市民活動コーディネート

講座」を開催 
・白井第二小学校区地区社協の活動拠点「おおぞら」開設（公民センター内） 
・さくらが桜台センターに移転 
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白井市の市民活動・協働についての考え方 

 

 
 
＜市民参加条例 逐条解説より抜粋＞ 
一般に、市民の自発的・自立的な参加によって行われる活動全てを含む概念であるが、この条例

では「広く社会一般の利益を目的とし、継続的に行う活動」として、社会や地域社会全体の課題解決を目

的とした社会貢献的（不特定多数の者の利益の増進に寄与する。）な活動のみとした。 文化・スポーツ

等の趣味のサークル活動、営利・宗教・政治活動等の団体は、その団体の構成員相互の利益を目的

とした活動である場合は、この条例の対象としない。しかしながら、その団体の活動内容が、社会

一般の利益を提供する活動である時には、この条の対象となるものである。 

 

 

 

■白井市の市民活動に関連する施策と主な取り組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）小学校区単位のまちづくり意見交換会の実施など【６頁参照】 

 

 

（１）地域づくりコーディネート入門講座【７頁参照】 

（２）市民活動コーディネート講座の実施【８頁参照】 

（３）市民参加・協働のまちづくり職員研修会の開催 

 

  

（１）市民団体活動支援補助金の交付 

（２）しろい市民まちづくりサポートセンターの設置【９・１０頁参照】 

（３）市民活動保険を創設 

将来像の実現に向けて、まちづくりの進め方に「参加・協働」を位置づけ 

市民参加・協働のあり方や推進体制などを定めることで、白井市における今後の市

民参加・協働を計画的に進めるための「道しるべ（ロードマップ）」と位置づけ 

地域における取り組み 

人づくりの取り組み 

第 5 次総合計画（平成２８年３月策定） 【４頁参照】

市民参加・協働のまちづくりプラン（平成２５年２月策定）【４・５頁参照】 

施策 

市民活動を促進させる環境整備のための取り組み 

「市民活動」・・・市民の自発性に基づいた、営利を目的としない、自立的かつ継続的に広く社会 

一般の利益を提供する活動（市民参加条例第２条） 

基本方針１「市民自治のまちづくり」を掲げ、「市民参加の充実」、「地域コミ

ュニティづくりの推進」等を位置づけ 

「連携・協働」・・・市民と市がそれぞれの役割と責任を自覚し、信頼関係を築くとともに、相互に

補完し、協力すること（市民参加条例第２条） 

白井市行政経営指針（平成２９年３月策定）

３ 

１ 

２ 
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市民参加・協働のまちづくりプランの３つの施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

         ※市民参加
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加・協働のままちづくりププラン（３８８頁）より引引用 
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１．地域のおける取り組み 
 

（１）小学校区単位のまちづくり意見交換会の実施など 
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２．人づくりの取り組み 

（１）地域づくりコーディネート入門講座 

 

地域づくりを進める会議や話し合いの場を活性化するため、対話を通した関係づくりに焦

点をあて、ファシリテーション技術を実践的に学ぶ。 

 

日程 講師 時間 内容 

２月１８日（土） 
ＮＰＯ法人国際フ

ァシリテーション

協会    

椿 景子

１時３０分 

～４時３０分 

対話を通した関係づくりに焦

点をあて、ファシリテーション

技術を実践的に学ぶ。 ３月１２日（日） 

３月１８日（土） 
市民活動支援課 

    松岡正純

１時３０分 

～３時３０分 

１、２回目の講座をふりかえ

り、これからの地域づくりに向

けたまとめを行う。 
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（２）市民活動コーディネート講座の実施 

 

市民活動の実践力を高めるスキルとあわせ、市民活動のコーディネーターの役割を学び、

これからの市民活動を活性化させていく。 

 

日程 時間 内容 

１ １１月１２日（日） 午後２時～５時 白井市の地域課題を共有し、資源を掘り起こそう 

２ １１月１９日（日） 

午後１時３０分 

～４時３０分 

イベント・事業プランを作成してみよう 

３ １２月３日（日） 伝えたい人に届く効果的な広報 

４ １２月９日（土） 

市民活動コーディネーターの役割とは 

［事例紹介］●四街道市みんなで地域づくりセンター  

●まつど市民活動サポートセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３．市民活

 
（２）しろい

非営利で公

現在白井駅

ーを５月７日

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動を促進

市民まちづ

公益的な活動

駅前センター

日（月）から市

進させる環

づくりサポー

動（市民活動

ーに設置され

市役所東庁

環境整備の

トセンターの

動）を支援す

れている市民

庁舎１階に移転

9 

のための取

の設置 

することを目

民活動推進セ

転し、新たに

取り組み

的とし、

センタ

に設置



 

 

センターの

センター

体、地縁型

団体・組織

ア世代・高

地域、行政

していきま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市民活動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．拠点機

５．交流・コ

２．情報収

３．相談機

６．育成機

７．調査・研

４．資源の

の機能 

ーの７つの機

型組織（自治

織・市民の市

高齢者まで

政をつなぎ、

す。 

動を行う様々

機能 

コーディネー

収集・発信機

機能 

機能 

研究機能 

の掘り起こし

市

必

市
ら

市
ウ

機能を段階

治会、民生委員

市民活動を支

で市民活動を

、市民活動

々な団体同

ート機能 

機能

し・提供機能

市民活動に関す

要な設備や機

市民
報収

市民活動を始め
継続・発展に

市民活動の研
ウハウの習得

市民活
動の推

的に充実さ

員児童委員連

支援すること

を活性化させ

の魅力をい

同士や団体と

機

能 

する打ち合わ

機材の貸し出し

民活動団体、行
収集と発信 

めようとする市
に至るまでの様

市民活
こしや市

団体との交
グをはじめ

研修・学習の場
得、団体の運営

活動のニーズ、
推進や市民活動
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させながら、

連絡協議会、

とにより、若

せるとともに

いかした、活

と地域、行政

機能

せや事業を実

しなど

行政、民間団

市民や市民活動
様々な相談 

活動の資源（人
市外からの獲得

交流や連携、団
、市民や団体

場や技術のス
営力向上やリー

、活動実態、
動推進センタ

ＮＰＯ団体

、地区社会福

い子育て・

に、市民活動

活力ある市民

政をつなぐイ

実施する会議

団体等による市

動団体等へ市

人材、もの、情
得により、市民

団体同士をつ
体等を結び付け

スキルアップの
ーダー・コーデ

現状、問題点
ーの運営に活

、市民活動

福祉協議会、P

・働き盛り

動を行う様々

民主体の協

イメージ 

室等の場所、

市民活動に関

市民活動のス

報、資金等）の
民活動団体へ

つなぐ支援やマ
ける支援 

の機会、専門知
ディネーターの

点等を把握し、
活用 

動団体、ボラ

PTA ほか）等

世代から元

々な団体同士

協働のまちづ

作業に

関する情

タートか

の掘り起
へ提供 

マッチン

知識やノ
の育成 

、市民活

ランティア団

等の多様な

元気なシニ

士や団体と

づくりを目指

団

な

ニ

と

指


